
2027 年国際園芸博覧会静岡県屋内出展業務

企画提案質問回答書

令和８年５月１日

2027 年国際園芸博覧会静岡県屋内出展業務企画提案質問書について、以下のとおり回

答する。

質問事項

（質問）

１ 運用時は、ブース内にご担当者様が常駐されますでしょうか。

される場合、現状で何名程度を想定されておりますでしょうか。

（回答）

常駐する予定（現状、２～３人を想定）。

（質問）

２ 運用時に必要となる備品の量はどの程度になりますでしょうか。

（ブース内にストックルームを配置する場合の必要な面積を検討したいです。）

（回答）

事務局や動員者用の最低限のスペースは必要とするが、企画提案によるものとす

る。出展者の草花を保管するリーファーコンテナの１区画当たりの利用可能な面

積や利用方法は、協会から連絡予定。共有の荷物置き・休憩スペースは協会にて

検討中。

（質問）

３ ストックはどのような用途で想定されておりますでしょうか。

（ご担当者様がいる場合は休憩場所を兼ねる、資材置き場にする等）

（回答）

資材置き場および動員者用の荷物置き場を想定しているが、企画提案によるもの

とする。

（質問）

４ ブースデザインは下記のどれを一番優先されたいですか。

（１）コンセプトに合ったデザイン

（２）名産花き（ガーベラ・バラ等）を推し出すデザイン

（３）静岡県のブースということが一目でわかるデザイン

（回答）

どれを優先させるか、企画提案によるものとする。



（質問）

５ 水道料金についての記載がございましたが、ブース内に水道を引きシンクを設

置するのでしょうか？

（回答）

共有の水栓が使用可能（占有不可）。シンク等の設置は企画提案によるものとする。

（質問）

６ 造花の使用は可能でしょうか。

また造花を使用する場合は造作物扱いとして高さ 2700 までの認識であっており

ますでしょうか。

（回答）

造花の使用は基本的に認めない。植物以外の壁面などの構造物の高さは 2.7ｍ以内

とする。

（質問）

７ 過去展示資料の閲覧を希望します。

（回答）

静岡県農産振興課にて、過去展示資料を公開する。静岡県庁に来庁できない場合

は、個別相談に応じる。


